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（第５３号議案）

中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例新旧対照表

改正案 現行

目次 （略） 目次 （略）

第１章 総則 第１章 総則

第１条～第１８条 （略） 第１条～第１８条 （略）

（給付金として支払を受けた金銭の管理） （給付金として支払を受けた金銭の管理）

第１９条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、

児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該

施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭

庁長官が定める給付金（以下この条において単に

「給付金」という。）の支給を受けたときは、給

付金として支払を受けた金銭を規則で定めると

ころにより管理しなければならない。

第１９条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、

児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該

施設の設置者が入所中の児童に係る厚生労働大

臣が定める給付金（以下この条において単に「給

付金」という。）の支給を受けたときは、給付金

として支払を受けた金銭を規則で定めるところ

により管理しなければならない。

第２０条～第２３条 （略） 第２０条～第２３条 （略）

第２章 （略） 第２章 （略）

第３章 乳児院 第３章 乳児院

第２８条・第２９条 （略） 第２８条・第２９条 （略）

（乳児院の長の資格等） （乳児院の長の資格等）

第３０条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該

当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行

う乳児院の運営に必要な知識を習得するための

研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が

高く、乳児院を適切に運営する能力を有するもの

でなければならない。

第３０条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該

当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う乳

児院の運営に必要な知識を習得するための研修

を受講した者であって、人格が高潔で識見が高

く、乳児院を適切に運営する能力を有するもので

なければならない。

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略）

２ 乳児院の長は、２年に１回以上、こども家庭庁

長官が指定する者が行う資質向上のための研修

を受講するものとする。

２ 乳児院の長は、２年に１回以上、厚生労働大臣

が指定する者が行う資質向上のための研修を受

講するものとする。

第３１条～第３５条 （略） 第３１条～第３５条 （略）

第４章 母子生活支援施設 第４章 母子生活支援施設

第３６条・第３７条 （略） 第３６条・第３７条 （略）

（母子生活支援施設の長の資格等） （母子生活支援施設の長の資格等）
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第３８条 母子生活支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定

する者が行う母子生活支援施設の運営に必要な

知識を習得するための研修を受講した者であっ

て、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設

を適切に運営する能力を有するものでなければ

ならない。

第３８条 母子生活支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する

者が行う母子生活支援施設の運営に必要な知識

を習得するための研修を受講した者であって、人

格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切

に運営する能力を有するものでなければならな

い。

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略）

２ 母子生活支援施設の長は、２年に１回以上、こ

ども家庭庁長官が指定する者が行う資質向上の

ための研修を受講するものとする。

２ 母子生活支援施設の長は、２年に１回以上、厚

生労働大臣が指定する者が行う資質向上のため

の研修を受講するものとする。

第３９条～第４３条 （略） 第３９条～第４３条 （略）

第５章 保育所 第５章 保育所

第４４条～第４７条 （略） 第４４条～第４７条 （略）

（保育の内容） （保育の内容）

第４８条 保育所における保育は、養護及び教育を

一体的に行うこととし、その内容については、内

閣総理大臣が定める指針に従うものとする。

第４８条 保育所における保育は、養護及び教育を

一体的に行うこととし、その内容については、厚

生労働大臣が定める指針に従うものとする。

第４９条～第５１条 （略） 第４９条～第５１条 （略）

第６章 （略） 第６章 （略）

第７章 児童養護施設 第７章 児童養護施設

第５６条・第５７条 （略） 第５６条・第５７条 （略）

（児童養護施設の長の資格等） （児童養護施設の長の資格等）

第５８条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれ

かに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する

者が行う児童養護施設の運営に必要な知識を習

得するための研修を受講した者であって、人格が

高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営す

る能力を有するものでなければならない。

第５８条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれ

かに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が

行う児童養護施設の運営に必要な知識を習得す

るための研修を受講した者であって、人格が高潔

で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能

力を有するものでなければならない。

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略）

２ 児童養護施設の長は、２年に１回以上、こども

家庭庁長官が指定する者が行う資質向上のため

の研修を受講するものとする。

２ 児童養護施設の長は、２年に１回以上、厚生労

働大臣が指定する者が行う資質向上のための研

修を受講するものとする。

第５９条～第６４条 （略） 第５９条～第６４条 （略）

第８章 福祉型障害児入所施設 第８章 福祉型障害児入所施設

第６５条 （略） 第６５条 （略）
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（職員） （職員）

第６６条 主として知的障害のある児童（自閉症を

主たる症状とする児童（以下「自閉症児」という。）

を除く。次項において同じ。）を入所させる福祉

型障害児入所施設は、次に掲げる職員を置かなけ

ればならない。ただし、児童４０人以下を入所さ

せる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を

委託する施設にあっては調理員を置かないこと

ができる。

第６６条 主として知的障害のある児童（自閉症を

主たる症状とする児童（以下「自閉症児」という。）

を除く。次項において同じ。）を入所させる福祉

型障害児入所施設は、次に掲げる職員を置かなけ

ればならない。ただし、児童４０人以下を入所さ

せる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を

委託する施設にあっては調理員を置かないこと

ができる。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

⑹ 児童発達支援管理責任者（障害児通所支援又

は障害児入所支援の提供の管理を行う者とし

てこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下

同じ。）

⑹ 児童発達支援管理責任者（障害児通所支援又

は障害児入所支援の提供の管理を行う者とし

て厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同

じ。）

２～１１ （略） ２～１１ （略）

第６７条～第７２条 （略） 第６７条～第７２条 （略）

第９章 （略） 第９章 （略）

第１０章 福祉型児童発達支援センター 第１０章 福祉型児童発達支援センター

第７６条 （略） 第７６条 （略）

（職員） （職員）

第７７条 福祉型児童発達支援センター（主として

難聴児を通所させる福祉型児童発達支援センタ

ー及び主として重症心身障害児を通所させる福

祉型児童発達支援センターを除く。）は、次に掲

げる職員を置かなければならない。ただし、児童

４０人以下を通所させる施設にあっては栄養士

を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調

理員を、医療機関等との連携により看護職員を当

該福祉型児童発達支援センターに訪問させ、当該

看護職員が障害児に対して医療的ケア（人工呼吸

器による呼吸管理、喀痰吸引その他こども家庭庁
かくたん

長官が定める医療行為をいう。以下同じ。）を行

う場合、当該福祉型児童発達支援センター（社会

福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０

号）第４８条の３第１項の登録に係る事業所であ

る場合に限る。）において医療的ケアのうち喀痰

吸引等（同法第２条第２項に規定する喀痰吸引等

をいう。）のみを必要とする障害児に対し当該登

第７７条 福祉型児童発達支援センター（主として

難聴児を通所させる福祉型児童発達支援センタ

ー及び主として重症心身障害児を通所させる福

祉型児童発達支援センターを除く。）は、次に掲

げる職員を置かなければならない。ただし、児童

４０人以下を通所させる施設にあっては栄養士

を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調

理員を、医療機関等との連携により看護職員を当

該福祉型児童発達支援センターに訪問させ、当該

看護職員が障害児に対して医療的ケア（人工呼吸

器による呼吸管理、喀痰吸引その他厚生労働大臣
かくたん

が定める医療行為をいう。以下同じ。）を行う場

合、当該福祉型児童発達支援センター（社会福祉

士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）

第４８条の３第１項の登録に係る事業所である

場合に限る。）において医療的ケアのうち喀痰吸

引等（同法第２条第２項に規定する喀痰吸引等を

いう。）のみを必要とする障害児に対し当該登録



4

録を受けた者が自らの事業又はその一環として

喀痰吸引等業務（同法第４８条の３第１項に規定

する喀痰吸引等業務をいう。）を行う場合及び当

該福祉型児童発達支援センター（同法附則第２７

条第１項の登録に係る事業所である場合に限

る。）において医療的ケアのうち特定行為（同法

附則第１０条第１項に規定する特定行為をい

う。）のみを必要とする障害児に対し当該登録を

受けた者が自らの事業又はその一環として特定

行為業務（同法附則第２７条第１項に規定する特

定行為業務をいう。）を行う場合にあっては看護

職員を置かないことができる。

を受けた者が自らの事業又はその一環として喀

痰吸引等業務（同法第４８条の３第１項に規定す

る喀痰吸引等業務をいう。）を行う場合及び当該

福祉型児童発達支援センター（同法附則第２７条

第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）

において医療的ケアのうち特定行為（同法附則第

１０条第１項に規定する特定行為をいう。）のみ

を必要とする障害児に対し当該登録を受けた者

が自らの事業又はその一環として特定行為業務

（同法附則第２７条第１項に規定する特定行為

業務をいう。）を行う場合にあっては看護職員を

置かないことができる。

⑴～⑻ （略） ⑴～⑻ （略）

２～８ （略） ２～８ （略）

第７８条・第７９条 （略） 第７８条・第７９条 （略）

第１１章 （略） 第１１章 （略）

第１２章 児童心理治療施設 第１２章 児童心理治療施設

第８３条・第８４条 （略） 第８３条・第８４条 （略）

（児童心理治療施設の長の資格等） （児童心理治療施設の長の資格等）

第８５条 児童心理治療施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定

する者が行う児童心理治療施設の運営に必要な

知識を習得するための研修を受講した者であっ

て、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設

を適切に運営する能力を有するものでなければ

ならない。

第８５条 児童心理治療施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する

者が行う児童心理治療施設の運営に必要な知識

を習得するための研修を受講した者であって、人

格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切

に運営する能力を有するものでなければならな

い。

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略）

２ 児童心理治療施設の長は、２年に１回以上、こ

ども家庭庁長官が指定する者が行う資質向上の

ための研修を受講するものとする。

２ 児童心理治療施設の長は、２年に１回以上、厚

生労働大臣が指定する者が行う資質向上のため

の研修を受講するものとする。

第８６条～第８９条 （略） 第８６条～第８９条 （略）

第１３章 児童自立支援施設 第１３章 児童自立支援施設

第９０条・第９１条 （略） 第９０条・第９１条 （略）

（児童自立支援施設の長の資格） （児童自立支援施設の長の資格）

第９２条 児童自立支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則（令

和５年内閣府令第３８号）第１６条に規定する人

第９２条 児童自立支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、厚生労働省組織規則（平

成１３年厚生労働省令第１号）第６２２条に規定
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材育成センターが行う児童自立支援施設の運営

に関し必要な知識を習得するための研修又はこ

れに相当する研修を受けた者であって、人格が高

潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営

する能力を有するものでなければならない。

する人材育成センターが行う児童自立支援施設

の運営に関し必要な知識を習得するための研修

又はこれに相当する研修を受けた者であって、人

格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切

に運営する能力を有するものでなければならな

い。

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略）

２ 児童自立支援施設の長は、２年に１回以上、こ

ども家庭庁長官が指定する者が行う資質向上の

ための研修を受講するものとする。

２ 児童自立支援施設の長は、２年に１回以上、厚

生労働大臣が指定する者が行う資質向上のため

の研修を受講するものとする。

第９３条～第９９条 （略） 第９３条～第９９条 （略）

第１４章・第１５章 （略） 第１４章・第１５章 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


